
1 事業実施の方針

2 事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

① 介護保険法に基づく通所介護及び介護予防通所介護事業

（ア）事業内容

（イ）実施予定日

令和2年4月1日～令和3年3月31日

月曜日～土曜日（正月休みは除く。）午前10時25分～午後4時35分

（ウ）実施予定場所

お達者くらぶ

（エ）従事者の予定人数

介護職員　9名

協力会員（ボランティア）　2名

（オ）受益対象者の範囲及び人数

一宮市　利用会員　1日　10名定員

（カ）収益見込額

9,550,000 円

（キ）費用見込額

12,064,462 円

特定非営利活動法人お達者くらぶ

令和2年度事業計画書

特定非営利活動法人お達者くらぶは、地域の人々が、年をとっても、病気になっても、障害をもって

も、痴呆になっても住み慣れた所で多くの方々と関わりながらいつまでも安心して過ごしていくため

の福祉サービスの提供と、地域社会の中で、様々な価値観を尊重できるこれからの福祉社会を住民の

人々と考え作り出し、よりよい市民社会に貢献することを目的として、下記の事業を計画実施する。

具体的には、本法人の定款第5条第1項の特定非営利活動に係る事業として、

①介護保険法に基づく通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業、

②介護保険法に基づく居宅介護支援事業、

③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業、

④高齢者・障害者日帰り介護事業、

⑤福祉移送サービス事業

を実施する。

なお、特定非営利活動に係る事業のうち、

⑥その他この法人の目的を達成するために必要な事業

は、必要に応じて実施する。

要介護・要支援認定を受けた高齢者を対象に食事、送迎、入浴、機能回復訓練を実

施する。生活の中での楽しみとして遠足などを実施する。



② 介護保険法に基づく居宅介護支援事業

（ア）事業内容

（イ）実施予定日

令和2年4月1日～令和2年3月31日

月曜日～土曜日（正月休みは除く。）午前9時～午後6時

（ウ）実施予定場所

介護よろず相談所お達者くらぶ、利用者自宅

（エ）従事者の予定人数

介護支援専門員　2名（内1名は通所介護事業所生活相談員兼務）

（オ）受益対象者の範囲及び人数

一宮市他

（カ）収益見込額

6,000,000 円

（キ）費用見込額

3,824,000 円

③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律基づく障害福祉サービス事業

（ア）事業内容

（イ）実施予定日

令和2年4月1日～令和3年3月31日

月曜日～土曜日（正月休みは除く。）　午前10時25分～午後4時35分

（ウ）実施予定場所

お達者くらぶ

（エ）従事者の予定人数

介護職員　9名

協力会員（ボランティア）　2名

（オ）受益対象者の範囲及び人数

一宮市　障害者手帳をお持ちの方　利用会員　1日　4～5名程度

（カ）収益見込額

7,750,000 円

（キ）費用見込額

11,702,527 円

④ 高齢者・障害者日帰り介護事業

（ア）事業内容

介護保険を受けるのに必要なケアプランの作成、各種相談。包括支援センターより

委託で予防支援を実施する。一宮市委託の訪問調査を実施する。

障害者総合支援法に基づく「生活介護」として通所サービスを提供する基準該当の

施設とし一宮市より指定を受け実施する。送迎、健康チェック、体操、レクリエー

ション、食事、入浴を提供していく。



（イ）実施予定日

令和2年4月1日～令和3年3月31日

月曜日～土曜日（正月休みは除く。）　午前10時25分～午後4時35分

（ウ）実施予定場所

お達者くらぶ

（エ）従事者の予定人数

介護職員　9名

　 協力会員（ボランティア）　2名

（オ）受益対象者の範囲及び人数

一宮市　利用会員　1日1名ほど

（カ）収益見込額

250,000 円

（キ）費用見込額

361,935 円

⑤ 福祉移送サービス事業

（ア）事業内容

（イ）実施予定日

令和2年4月1日～令和3年3月31日

月曜日～土曜日（正月休みは除く。）　午前9時～午後6時

（ウ）実施予定場所

一宮市を中心とし、近隣の地域

（エ）従事者の予定人数

3名

（オ）受益対象者の範囲及び人数

一宮市の利用会員

（カ）収益見込額

31,200 円

（キ）費用見込額

197,300 円

（２）収益事業に係る事業

① バザー事業

高齢者、障害者を対象に食事、入浴、送迎などの日常生活上の介護とだれにでもで

きる体操などを行う。社会との関わりを保つために年1度の遠足などを実施する。

この事業に関しては介護保険を使えない方（年齢、疾病などの理由で）、介護保険

の限度額を超えてのご利用いただく方にサービスを提供する。

道路運送法第80条第一項による許可を受けて福祉有償運送を実施する。病院受診、

買い物などに出掛ける際にその行き先までの運転を請け負う。また、必要に応じ、

付き添いを実施する。



（ア）事業内容

不用品販売などのバザー事業

（イ）実施予定日

令和2年4月1日～令和3年3月31日までの間で1回ほど実施

（ウ）実施予定場所

お達者くらぶ　他

（エ）従事予定者

法人職員、協力会員

（オ）収益見込額

35,000 円

（カ）費用見込額

20,800 円


